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保
守
点
検

保
守
点
検

■
浄
化
槽
内
の
機
器
、
送
風
機
や
タ

イ
マ
ー
な
ど
の
点
検
調
査
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
消
毒
剤
を
定
期
的

に
補
充
し
、
放
流
先
が
不
衛
生
に

な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
も
重
要

な
作
業
で
す
。

■
10
人
槽
以
下
の
家
庭
用
浄
化
槽
の

場
合
、
年
3
、
4
回
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

■
県
に
登
録
し
て
い
る
保
守
点
検
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

清
掃
清
掃

■
浄
化
槽
内
に
溜
ま
っ
た
汚
泥
な
ど

を
抜
き
取
る
の
が
清
掃
で
す
。

■
年
に
１
回
以
上
（
全
ば
っ
気
方
式

は
６
か
月
に
１
回
以
上
）
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

■
市
町
村
の
許
可
を
受
け
た
清
掃
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

法
定
検
査

法
定
検
査

■
浄
化
槽
の
保
守
点
検
・
清
掃
が
き

ち
ん
と
行
わ
れ
、
き
れ
い
な
水
が
放

流
さ
れ
て
い
る
か
を
検
査
し
ま
す
。

■
最
初
の
検
査
は
、
浄
化
槽
を
使
い

始
め
て
か
ら
３
～
８
か
月
の
間
に
１

回
行
う
必
要
が
あ
り
、
そ
の
後
は
、

毎
年
１
回
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
県
指
定
検
査
機
関
で
あ
る （
公
社
）

　
茨
城
県
水
質
保
全
協
会
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

　
☎
０
２
９
（
２
９
１
）
４
０
０
４

 

下
水
道
工
事
を
実
施
し
ま
す

　
左
図
の
と
お
り
、
下
水
道
管
の
修

繕
工
事
を
実
施
し
ま
す
。
工
事
期
間

中
は
交
通
規
制
等
で
大
変
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

公
共
下
水
道
管
渠
更
生
工
事

○
工
事
期
間
　
令
和
４
年
３
月
下
旬
ま
で

○
工
事
箇
所
　
原
宿
台
地
内

○
施
工
業
者

　
宇
都
宮
文
化
セ
ン
タ
ー
㈱
茨
城
支
店

一
括
契
約
シ
ス
テ
ム

一
括
契
約
シ
ス
テ
ム

■
保
守
点
検
、
清
掃
、
法
定
検
査
を

一
括
し
て
契
約
で
き
る
「
一
括
契

約
シ
ス
テ
ム
」
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

■
契
約
を
仲
介
す
る
保
守
点
検
業
者
、

　
清
掃
業
者
ま
た
は
（
公
社
）
茨
城

県
水
質
保
全
協
会
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処

単
独
処
理
浄
化
槽
か
ら
合
併
処

理
浄
化
槽
へ
の
転
換

理
浄
化
槽
へ
の
転
換

■
単
独
処
理
浄
化
槽
は
、
ト
イ
レ
か

ら
の
汚
水
の
み
を
処
理
し
、
台

所
や
お
風
呂
か
ら
の
生
活
雑
排
水

は
、
そ
の
ま
ま
放
流
し
て
し
ま
い

ま
す
。
生
活
雑
排
水
も
併
せ
て
処

理
で
き
る
合
併
処
理
浄
化
槽
に
転

換
す
る
こ
と
で
、
放
流
す
る
汚
れ

の
量
を
８
分
の
１
に
減
ら
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

■
身
近
な
水
環
境
の
保
全
の
た
め
、

合
併
処
理
浄
化
槽
へ
の
転
換
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

・
茨
城
県
生
活
環
境
部
環
境
対
策
課

　
☎
０
２
９（
３
０
１
）２
９
６
６

・
生
活
安
全
課
　
生
活
環
境
Ｇ

　
☎

（84）
３
６
１
８
（
直
通
）

公
共
下
水
道
管
渠
布
設
替
え
工
事

○
工
事
期
間
　
令
和
４
年
３
月
下
旬
ま
で

○
工
事
箇
所
　
原
宿
台
地
内

○
施
工
業
者
　
㈱
岡
島
組

○
お
問
い
合
わ
せ

　
上
下
水
道
課
　
下
水
道
Ｇ

　
☎

（84）
３
３
４
６
（
直
通
）

浄
化
槽
を
お
使
い
の
み
な
さ
ん
へ 

　
浄
化
槽
は
、
微
生
物
な
ど
の
働
き

を
利
用
し
て
生
活
排
水
を
き
れ
い
に

す
る
装
置
で
す
。
浄
化
槽
法
で
は
、

浄
化
槽
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
さ

せ
る
た
め
に
、
定
期
的
な
維
持
管
理

（
保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定
検
査
）
を

実
施
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
適
正
な
維
持
管
理
と
法
定
検
査
を

行
い
、
浄
化
槽
を
正
し
く
使
っ
て
い

た
だ
く
よ
う
、
み
な
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

公共下水道管渠更生工事
公共下水道管渠布設替え工事
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